
新型コロナウイルスの緊急事態宣言解除に伴う
業務対応について

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた皆さまに心より

お見舞い申し上げます。

このたび、5月25日に特定警戒都道府県に指定されていた北海道におい

ても緊急事態宣言は解除となりましたが、お客さまおよび職員の健康と

安全を最優先に考え、当面の間、以下のとおり、感染拡大防止に引き続

き努めてまいります。

記

１．お客さまの感染防止のため、お待ちいただく際には、他のお客さま

との間隔をお取りいただく、混雑状況に応じて店舗外でお待ちいた

だく、などの感染予防対策へのご協力をお願いいたします。

２．以下の特定日については、店頭が混雑し、窓口のお取引は通常以上

にお待ちいただくこともありますので、予めご了承ください。

・毎月月末 ・連休前 ・偶数月15日

３．マスク着用でのご来店をお願いいたします。

マスクをお持ちでないお客さまは、咳エチケットなど周りのお客さ

まへのご配慮をお願いいたします。

４．現金の入出金やお振込は、支店内のＡＴＭでもお取り扱いが可能

です。

５．感染拡大防止の観点から、一部店舗において、休業時間を導入して

おります。

６．職員の訪問活動については、事前にお電話等でお客様のご了解をい

ただいたうえで訪問させていただきます。

2020年5月
札幌市農業協同組合

当組合へご来店のお客さまへ


